
対 象 者�公共下水道使用者（上水道や井戸水を公共下水道へ排水している人）
新 料 金
適用時期

�令和６年３月３１日以前から継続して下水道を使用している人は、経過措置として次のとおりと
なります。
・偶数月検針の地域（JR高崎線より西側）→６月検針分から
・奇数月検針の地域（JR高崎線より東側）→７月検針分から
※令和６年４月１日以降に下水道の利用を開始する人は、当初から新料金となります。

使用料の
支 払

�下水道使用料は、上水道の検針と同時に、上水道の使用水量を基に２か月に１度ご請求してい
ます（お支払いの際は消費税が加算）。

下水道使用料を改定します
詳しくは�下水道課�788‐4960

令和６年
４月１日
から

市民生活にとって欠かすことのできない重要なライフラ
インである下水道施設を将来にわたり安定して維持してい
けるよう、施設更新（長寿命化含む）を行う必要があるこ
とから、下水道使用料を改定することになりました。

将来にわたり安定的な汚
水処理を行うため、先送
りは難しい状況です。ご
理解を賜りますようお願
い申し上げます。

Q A
Ｑ なぜ改定するの？
Ａ 桶川市では、昭和５６年の下水道供用開始以来４２年間、下水道使用料の改定を一度も行なわずに下水道サービス

の提供に努めてきました。しかし、現実には下水道使用料収入だけでは下水道サービスにかかる費用をすべて
賄えないために、福祉や教育など基本的な行政サービスを担う一般会計の予算から毎年２億円もの赤字補填を
している状況にあります。
下水道事業は、少子高齢化社会による人口減少などから水需要が減少することによる使用料収入の減少が見通
されるなかで、次々と耐用年数を迎える下水道施設の更新費用の確保に努めなければならないという課題に直
面しているためです。

Ｑ 使用料を改定しないとどうなるの？
Ａ 現在の状況が続いた場合、下水道事業の経営が困難となり、必要な更新工事などができなくなることから、耐

用年数の過ぎた施設の破損により、各家庭から排水される汚水処理に支障が生じるおそれがあります。

＆

「おけプッシュ」運用終了。「LINE」への移行をお願いします
詳しくは�秘書広報課�788‐4901

情報発信アプリ「おけプッシュ」は、１２
月３１日㈰をもって、運用を終了します。引
き続き、市からのお知らせやごみ収集日の
「プッシュ通知」※１などのサービスをご利
用される場合は、桶川市公式 LINE アカウ
ントを「友だち」追加してください。
・「桶川市 LINE アカウント利用規約」に同意の
うえ、ご利用ください。
・LINE アプリのインストールが必要です。
・通信費用は利用者負担となります。
※１ サービス開始は、７月３日㈪以降です。

LINE
新規
利用者

LINE
既存
利用者

７／３ LINE を使った
新サービスを公開

LINE 新サービスを利用

LINE を使った新サービスへの移行期間

LINE 新サービスへ移行

１２／３１「おけプッシュ」
の運用を終了
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�

算定基準 １か月あたり（税別）
改定前

モデルケース ※１か月あたり（税別）
改定により金額がどれくらい変わるか、モデルケースをお示しします。
※下水道使用料は、２か月に１度ご請求しています（２か月分をまとめて一括ご請求）。

１人世帯（８㎥の場合）

増減

＋４８０円

令和６年度

１，１８０円�
令和５年度

７００円

２人世帯（１６㎥の場合）

４人世帯（３２㎥の場合）

金額
７００円
１１０円
１２０円
１３０円
１４０円
１５０円
１６０円
１７０円

汚水排水量
１０㎥まで
１１㎥～３０㎥
３１㎥～５０㎥
５１㎥～１００㎥
１０１㎥～２００㎥
２０１㎥～５００㎥
５０１㎥～１０００㎥
１，０００㎥から

区分
基本料金

超過料金
（１㎥増す
ごとに）

改定後
金額

１，１８０円
１００円
１１０円
１２０円
１３０円
１４０円
１５０円
１６０円
１７０円

汚水排水量
８㎥まで
９㎥～１０㎥
１１㎥～３０㎥
３１㎥～５０㎥
５１㎥～１００㎥
１０１㎥～２００㎥
２０１㎥～５００㎥
５０１㎥～１０００㎥
１，０００㎥から

区分
基本料金

超過料金
（１㎥増す
ごとに）

増減

＋６８０円

令和６年度

２，０４０円�
令和５年度

１，３６０円

増減

＋６８０円

令和６年度

３，８２０円�
令和５年度

３，１４０円

「よくある質問」は、
こちら。

市HPでもご確認
いただけます。

７／３㈪ リニューアル
詳しくは�秘書広報課�788‐4901

桶川市公式
LINE が使いやすくなりました

ごみ収集日を「プッシュ通知」で
受け取れるようになりました。

「友だち追加」
はこちら。

※トーク画面・受信設
定は開発中のもので、
変更になる場合があり
ます。

「受信設定」から、ほしいジャンルの情報だけ受け取れる
ようになりました。
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申請書類�以下の４点すべてが必要です。
①支給申請書兼請求書（申請書の配付は、７月中旬頃。
産業観光課・農政課窓口や市HPから入手できます。）

②申請者本人または法人名義の振込先口座の通帳の写し
③申請者本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許
証など）の写し

④確定申告書類の写し
〈法人〉・令和４年確定申告書別表一の写し

・法人事業概況説明書の写し
〈個人〉・令和４年確定申告書第一表の写し

・青色申告決算書または収支内訳書の写し
※別途、その他の書類が必要となる場合があります。

対 象�
・市内に本拠地があり、事業関連の
主たる収入がある者

・市内に在住で、農業収入がある者
支給額�
法人：１０万円
個人事業主など：５万円

申込み�
７月２４日㈪から９月２９日㈮《消印有
効》までに、郵送（〒３６３‐８５０１ 桶
川市泉１‐３‐２８）で、産業観光課 事
業者・生産者等支援金担当宛てへ。

対 象�基準日（令和５年６月１日）時点
で、桶川市の住民基本台帳に記録
され、世帯員全員が令和５年度の
市民税・県民税が課税されていな
い世帯

支 給 額�１世帯３万円
申請期限�１１月３０日㈭まで

《当日消印有効》

支給方法�対象となる世帯主へ、７月中旬頃
に随時「住民税非課税世帯給付金
支給要件確認書」を普通郵便で送
ります。
必要事項を記入の上、確認書を返
送してください。
詳細は、確認書類に同封する案内
文、または市ホームぺージを確認
してください。

事業者・生産者（農業者）等支援金
法人に10万円、
個人事業主や農業者などに
５万円を支給します
原油価格・物価高騰などで経済的に影響を受けている市内事業者と農業者に対して、

法人の場合は１０万円、個人事業主などの場合は５万円を支給します。
※詳しくは、市ホームページを確認してください。

令和５年度
「住民税非課税世帯」へ３万円を支給します

詳しくは�社会福祉課�788‐4933
電力・ガス・食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税

非課税世帯に対して、住民税非課税世帯給付金を支給します。

詳しくは�産業観光課・農政課�788‐4928

７月２４日
申請開始

▲ホームページ
はこちら
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Q私は国民健康保険に加入していないのに、私あてに納
税通知書が届きました。なぜですか？

A国民健康保険税は世帯ごとに計算し、その世帯主が納
税義務者になります。そのため世帯主本人は職場の健
康保険に加入している場合でも、世帯内に国民健康保
険に加入している人がいれば、世帯主あてに納税通知
書が郵送されます（国民健康保険税は加入者分のみ計
算されます）。

Q国民健康保険税はいつ支払うのですか？
A今年４月から来年３月までの一年分の国民健康保険税
を、今年７月から来年２月までの８回に分けて納付し
ていただきます（月額とは異なります）。納期限はそ
れぞれの月末（土・日・祝日の場合は翌日）です。ま
た、加入者全員が６５歳以上の世帯は、原則として年金
から天引きとなり、年金支給月（４月・６月・８月・
１０月・１２月・２月）の６回に分けて、納付していただ
きます。

Q国民健康保険税はどのように計算しているのですか？
A令和５年度国民健康保険税は、６月３０日までに保険年
金課で確認できた加入者人数と加入者の前年中の所得

をもとに計算されます。７月１日以降に加入・脱退の
届出があった場合や、前年中の所得について変更など
が確認できたときは、その都度保険税を再計算し、新
しい納税通知書を送付します。また、年度の途中で、
加入・脱退された場合、税額は月割計算されます。年
度途中で４０歳になる人は、４０歳到達月分から「介護保
険分」が上乗せされますので、到達月の翌月に新しい
納税通知書を送付します。また、年度途中で６５歳にな
る人については、６５歳到達月の前月分までを月割計算
した税額で納税通知書を送付します。

Q国民健康保険税は現在、年金から天引きされています
が、今回の通知書の税額はどのように計算しているの
ですか？

A今回の通知書の税額は、令和５年度国民健康保険税の
年税額から令和５年４月から８月までに仮徴収する税
額との差額です。国民健康保険税が年金から特別徴収
されている人については、１０月・１２月・２月の年金受
取時に、天引きされる国民健康保険税の税額を記載し
ています。

国民健康保険税Q&A

国民健康保険被保険者証は８月に更新されます
詳しくは�保険年金課�788‐4941

現在の被保険者証の有効期限は７月３１日です。新しい被保険者証は７月上旬から下旬にかけて、
簡易書留にて順次送付します。配達時に不在となる場合は、「郵便物等お預かりのお知らせ」が投
函されますので、受け取り方法の案内に従って受領してください。

限度額適用認定証などの利用者は再申請が必要です
８月から「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」が切り替わります。８月
１日以降、認定証が必要な人は申請してください。なお、保険税を滞納していると交付できません。

７０歳未満の国民健康保険加入者
認定証の提示により、医療機関などへの支払い

が自己負担限度額までの窓口負担となります。ま
た、住民税非課税世帯の人は入院時の食事代が減
額されます。
手続きに必要なもの�
・被保険者証
・マイナンバーのわかるもの

７０歳以上７５歳未満の国民健康保険加入者
提示が必要なのは、課税所得１４５万円以上６９０万
円未満の世帯および住民税非課税世帯の人です。
また、住民税非課税世帯の人は認定証の提示で、
入院時の食事代が減額されます。
手続きに必要なもの�
・被保険者証兼高齢受給者証
・マイナンバーのわかるもの

高額な医療費がかかる場合、事前に申請し、交付された認定証を医療機関の窓口
に提示することで、保険適用内の医療費の支払いを自己負担限度額までにすること
ができる証書

限度額適用
認定証とは

国民健康保険税の納税通知書を送付します
詳しくは�保険年金課�788‐4941

令和
５年度

７月上旬頃に令和５年度の国民健康保険税納税通知書を世帯主あてにお届けします。
なお、納税通知書送付後、「あて所不明」などにより、配達できず返送されてくる場合があります。７月１２
日㈬を過ぎても国民健康保険税納税通知書が届かない場合は、連絡してください。

2023．75

【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／広報／桶川市様　広報おけがわ／＃840180　23年7月号／Ｐ4－5　支援金・保険証（4・1） 2023年 6月13日14時49分19秒（Page5）



令
和
４
年
１０
月
１
日
か
ら
令
和
５
年
３
月
３１
日
ま
で
の
予
算
執
行
状
況
と
３
月

末
現
在
の
累
計
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

会
計
年
度
は
３
月
３１
日
で
終
わ
り
ま
す
が
、
５
月
３１
日
ま
で
は
出
納
整
理
期
間

と
し
て
収
入
、
支
出
が
あ
り
ま
す
の
で
、
令
和
４
年
度
決
算
と
は
異
な
り
ま
す
。

令
和
４
年
度
の
決
算
に
つ
い
て
は
、
１２
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

令
和
４
年
度
一
般
会
計
は
、
予
算
現
額

２７７
億
３
�
０
６
５
万
円
に
対
し
て
、

収
入
済
額
は
２５４
億
３
�
４
０
３
万
９
千
円

（
収
入
率
９１
・
７
％
）
で
す
。

収
入
済
額
の
多
い
も
の
と
し
て
、
市
税
、

国
庫
支
出
金
、
地
方
交
付
税
、
地
方
消
費

税
交
付
金
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
支
出
済
額

は
２４７
億
６
�
４
８
１
万
９
千
円
（
執
行
率

８９
・
３
％
）
で
、
民
生
費
、
公
債
費
、
総

務
費
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
、
公

共
下
水
道
事
業
会
計
な
ど
一
般
会
計
を
除

く
会
計
の
予
算
現
額
合
計
は
１６３
億
８
�
０

２
５
万
８
千
円
で
、
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万
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令
和
４
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度
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詳
し
く
は
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財
政
課

�
７８８‐

４
９
０
５

令和５年３月３１日現在

74,632人
33,867世帯

9,977,436,164円
133,688円
294,606円

人 口
世 帯 数
市税収入済額

市民１人当りの市税負担額
１世帯当りの市税負担額

市税負担額状況

�上日出谷南２号
調整池が完成

�地域福祉活動
センターが
リニューアル
後運営開始

▲世代間交流スペース
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令和５年３月３１日現在 （注意）千円未満は四捨五入

（単位：千円）歳出（単位：千円）

一般会計予算執行状況
歳入

令和５年３月３１日現在 （注意）千円未満は四捨五入一般会計以外の会計の予算執行状況

令和５年３月３１日現在 （注意）千円未満は四捨五入地方債（未償還元金）現在高

区 分 予算現額 上 半 期 下 半 期
収入済額

累 計
収入済額

収入率
（％）

市 税 １０,５６８,９３８ ５,１８７,７９５ ４,７８９,６４１ ９,９７７,４３６ ９４.４

地方消費税交付金 １,５５０,０００ ８８８,４０２ ７８６,３９７ １,６７４,７９９ １０８.１

地方交付税 ３,２８９,７８６ ２,２１２,８４９ １,１０８,０２９ ３,３２０,８７８ １００.９

国庫支出金 ６,０６０,９５２ １,３３５,７２０ ４,１４０,８６４ ５,４７６,５８４ ９０.４

県 支 出 金 １,７７６,８８４ ２４５,２８０ １,１５４,６１１ １,３９９,８９１ ７８.８

市 債 １,７６７,２４６ ０ ９３３,６４６ ９３３,６４６ ５２.８

そ の 他 ２,７１６,８４４ １,１４７,３８１ １,５０３,４２４ ２,６５０,８０５ ９７.６

合 計 ２７,７３０,６５０ １１,０１７,４２７ １４,４１６,６１２ ２５,４３４,０３９ ９１.７

※原則として単位未満で四捨五入しています。このため、合計と内訳
の計は必ずしも一致しません。

区 分 予算現額 上 半 期 下 半 期
支出済額

累 計
支出済額

執行率
（％）

総務費 ２,８５５,５９０ １,１９０,９１８ １,３０２,４１１ ２,４９３,３２９ ８７.３

民生費 １２,９５４,９０３ ４,４６５,３３１ ７,２８４,６９５ １１,７５０,０２６ ９０.７

衛生費 ３,０９６,５５０ ９６３,１８２ １,４８３,３４７ ２,４４６,５２９ ７９.０

土木費 １,９２６,０３８ ７０７,３２３ ９０３,２８０ １,６１０,６０３ ８３.６

教育費 ２,５４０,４６７ ９０１,６８１ １,２５７,３３０ ２,１５９,０１１ ８５.０

公債費 ２,６３３,１８９ １,２２９,２６９ １,４０３,７４６ ２,６３３,０１５ ９９.９

その他 １,７２３,９１３ ７８０,６８７ ８９１,６１９ １,６７２,３０６ ９７.０

合 計 ２７,７３０,６５０ １０,２３８,３９１ １４,５２６,４２８ ２４,７６４,８１９ ８９.３

※原則として単位未満で四捨五入しています。このため、合計
と内訳の計は必ずしも一致しません。

収入率
（％）
執行率
（％）
94.2
94.2
97.9
88.0
94.5
93.7
93.7
94.1
95.6
91.8

（単位：千円）

累計収入済額

累計支出済額

6,974,042
6,968,435
6,106,897
5,488,385
1,204,191
1,194,689
1,373,666
1,380,581
15,658,796
15,032,090

下半期収入済額

下半期支出済額

3,946,567
3,573,232
3,611,352
3,029,037
802,774
791,722
870,304
915,151
9,230,997
8,309,142

上半期収入済額

上半期支出済額

3,027,475
3,395,203
2,495,545
2,459,348
401,417
402,967
503,362
465,430
6,427,799
6,722,948

予算現額

7,400,307

6,238,717

1,274,788

1,466,446

16,380,258

会 計 名

国民健康保険特別会計

介 護 保 険 特 別 会 計

後期高齢者医療特別会計

公 共 下 水 道 事 業 会 計

合 計

臨時財政対策債
124億4,950万3千円

総額 293億5,076万4千円土木債 42億3,275万5千円
総務債 37億6,699万4千円

公共下水道事業会計債
52億6,373万2千円

その他 12億8,849万1千円

教育債
23億4,928万9千円
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